
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
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政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
法
の
目
的
が
市
町
村
の
合
併
の
推
進
か
ら
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
の
円
滑
化
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
関
係
制

度
の
適
正
な
運
用
に
努
め
る
と
と
も
に
、
自
主
的
な
合
併
を
選
択
す
る
市
町
村
に
対
し
て
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

二
、
近
年
、
市
町
村
合
併
が
政
策
的
に
推
進
さ
れ
て
き
た
経
緯
を
勘
案
し
、
合
併
市
町
村
の
行
財
政
運
営
や
住
民
参
加
、
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
状
況
を
引
き
続
き
調
査
・
分
析
し
、
合
併
市
町
村
が
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
や
地
域
の
活
性
化
に
取
り
組
む
こ
と

が
で
き
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
、
市
町
村
合
併
の
進
展
を
踏
ま
え
、
市
町
村
が
住
民
に
最
も
身
近
な
地
方
公
共
団
体
と
し
て
更
に
自
立
性
を
高
め
る
た
め
、

市
町
村
へ
の
適
切
な
財
源
移
譲
を
伴
う
権
限
移
譲
を
積
極
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
自
主
財
源
の
充
実
等
地
方
税
財
政
制

度
の
確
立
に
向
け
、
地
方
と
の
誠
実
な
協
議
を
行
う
こ
と
。

四
、
事
務
の
適
切
か
つ
効
率
的
な
処
理
の
た
め
の
広
域
行
政
の
在
り
方
や
市
町
村
合
併
を
選
択
す
る
こ
と
が
困
難
な
小
規
模
市

町
村
に
お
け
る
事
務
執
行
の
在
り
方
な
ど
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
検
討
を
進
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


